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6子育て支援の充実とお年寄りや障害者にやさしい町づくり !！

★ e-Tax などの電子申告は、個人番号カードに移行します ★

● 現在の住基カードの申請は、平成27年 12月 4日受付分をもって終了になります。
　 なお、お持ちの住基カードは、有効期限まで使用できます。
● 平成 28年 1月からは、個人番号カードを申請した方に、電子証明書が搭載された個人番号カードの
　 交付が始まります。
● 個人番号カード交付の際にお手持ちの住基カードは返還していただきます。
● 個人番号カードには、電子証明書の機能が標準搭載されているため、e-TAX などの電子申告が行えます。
● 個人番号カードは地方公共団体システム機構で作成されるため、役場窓口での即日交付はできません。
● 個人番号カードの交付申請は集中することが予想されます。
　 個人番号カードを利用して確定申告を行う予定の方は、余裕をもった申請をお願いします。
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本人確認の方法　「番号確認」と「身元確認」
　平成 28年 1月から、各種申請などにマイナンバーを記入
していただく際、「マイナンバーが正しいことの確認（番号
確認）」と「手続を行う人が番号の正しい持ち主であること
の確認（身元確認）」が必要となります。本人確認の基本的
な方法は、次の3つの方法があります。

番号確認のための書類 身元確認のための書類

① 個人番号カード（1枚で番号確認と身元確認ができます）

② 通知カード 運転免許証など
（写真付きの身分証明書）③ 住民票（個人番号付き）

マイナンバーは住民
登録のある全ての方
が持つ、12ケタの
番号です

Q&A は町 HP内にも
掲載してあります
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